
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県地方公務員共闘会議（議長：佐藤工岩教組委

員長）は８月 26日、2024県人勧に向けて 26項目か

らなる要請書を菅原人事委員会事務局長に提出し、

今年の県人勧闘争をスタートさせた。佐藤議長は「今

年の国の人事院勧告では『人材確保の現状は、依然

として危機的な状況』と述べられており、その要因

として『長時間労働の常態化』『競争力があるとは

いえない給与』等が挙げられている。これらの課題

は、地公共闘が長年言い続けてきたこと」「人口減

少が進む中、東京と同じ内容ではダメだ。国の人勧にならうことなく、その上を行く大

胆な勧告をしてほしい」とあいさつした。 

これに対し、菅原事務局長は「今回の人事院勧

告では、『給与制度のアップデート』として、人材

確保に向けた多岐にわたる事項が盛り込まれてお

り、分析を進めている」「今回の要請内容について、

人事委員会の各委員に報告する。国の人事院勧告

は、県人事委員会勧告の指標とはなるが、県内の

実態も併せて検討していく」と述べた。 

 

 

 

地公共闘は、要請の実現に向けて、県人事委員長あて「大型ハガキ」署名を取り組む。 

人事委員会に対し賃金・職場課題をしっかり伝えるため、署名行動へ結集しよう！ 

地公共闘は、県人事委員会闘争に向け、全ての組合員の結集を呼びかけていく。 
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県人勧闘争スター

ト。賃金・手当改

善、休暇拡充に向

けて全職員で取り

組もう。前進に向

け結集を！ 
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物価上昇等の諸要素を踏まえ、公務員労働者の生活改善

につながる引上げ勧告を。引上げ改定は会計年度任用職員

を含め４月遡及を。 

人材確保及び若年層職員の生活安定を図るため、初任給

格付改善を。全世代にわたる昇給・昇格改善を。 

通勤手当について、広大な県土を有する本県の特殊事

情や地域・職場の実情を踏まえた改善を。とりわけ、新

幹線通勤者が県内全域で自己負担解消となる手当上限の改善、ガソリン価格高騰に伴う

交通用具利用者の手当改善、高速道路利用料金や交通機関利用に伴う駐車場料金など多

額の自己負担の改善等、通勤実態に即した改善を。 

住居手当について、地域の事情を考慮し、支給上限額の改善を。 

 寒冷地手当について、増額及び支給地域の拡大を。 

 獣医師、薬剤師、海事関係職員をはじめとした専門職

種に係る人員確保の観点から、専門職種に係る初任給や

手当等の処遇改善を行うこと。 

適正な人員配置や業務縮減など実効性のある改善を。 

学校行事等への参加に係る特別休暇の新設、子等の看

護休暇の更なる改善、出生サポート休暇の付与日数の拡充、介護休暇の休暇期間延長及

び要件拡大等、仕事と家庭の両立支援としての休暇制度拡充を。 

人事院が意見の申出を行った育児時間の拡充について、改正法施行から遅れることな

く速やかに実施を。 

賃金水準改善を。人事評価がなじまないことから、評

価格差を生じないように一般職員と同水準の支給月数

確保を。休暇制度は常勤職員との権衡を。 

処遇に関して、60歳以下の常勤職員との業務の量

及び質の差について、職種ごとの実態を適正に反映

し、均衡を。 

再任用職員について、一般職員と同水準の一時金支給月数を。寒冷地手当、特地勤務

手当（準ずる手当を含む）等の生活関連手当の支給を。勤続年数の長期化に対応し、キ

ャリアアップ休暇の拡充を。 

心身の健康保持のため、メンタルヘルス対策をはじめ、

健康管理体制の徹底と労働安全衛生体制の拡充を。人事

委員会の労働基準監督権限の適正発揮を。 

より一層の実効あるハラスメント対策に向け、具体的な防止策を。 


